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※ 本素案は、第 9 期介護保険事業計画を策定するにあたっての現時点での方針を

示すものです。 

現在、令和 6年度の介護保険制度改正に係る関係法令の改正や、介護報酬改定

等の詳細が示されていないことから、今後の国の動向等により内容を変更する場

合があります。 
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第 章  計画策定にあたって 

 

１ 計画の目的 

本市では、要介護者等の人数、要介護者のサービスの利用意向等を勘案し、必要な

サービス量を見込み、介護サービスを提供する体制を確保する等、介護保険事業に係

る保険給付の円滑な実施に資するため、令和３年３月に介護保険法第117条の規定に

よる「君津市第８期介護保険事業計画」を策定しました。 

このたび計画期間が満了したことから、令和６年度から令和８年度までの３年間を

計画期間とする新たな「君津市第９期介護保険事業計画」（以下「本計画」という。）

を策定します。 

地域ごとの中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基

盤を整備するとともに、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深化・推進や

介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な取組内容や目標を、

優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めることが重要です。 

なお、確保すべき高齢者福祉事業の量の目標を定め、供給体制の確保するための、

老人福祉法第20条の８の規定による「君津市高齢者保健福祉計画」は、別冊として作

成し、一体的な整合性を図っていきます。 
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２ 計画の性格と位置づけ 

●本計画は、介護保険法第117条の規定による「市町村介護保険事業計画」を策定した

計画です。 

●国の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

に基づき策定するものです。 

●介護保険法第117条第２項第３号及び第４号の規定による「市町村介護給付適正化計

画」を内包するものです。 

●千葉県の「千葉県高齢者保健福祉計画」や「千葉県保健医療計画」との整合性に配

慮して策定するものです。  

●市のまちづくりの長期的な指針となる「君津市総合計画」や、市の他の関連計画と

の整合を図ります。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。 

現役世代が急減する令和22年（2040年）を見据えた中長期的な視点を持つものであ

るとともに、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し・改善を図ること

ができるものとします。 

令和 
３年度 

（2021） 

令和 
４年度 

（2022） 

令和 
５年度 

（2023） 

令和 
６年度 

（2024） 

令和 
７年度 

（2025） 

令和 
８年度 

（2026） 

令和 
９年度 

（2027） 

令和 
10 年度 

（2028） 

令和 
11 年度 

（2029） 

         

 

４ 計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、高齢者やその家族、介護サービス事業者を対象に実態

調査（アンケート）を実施しました。  

また、介護保険被保険者、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、介護サービス事

業者等で構成する「君津市介護保険運営協議会」を開催し、計画案等の協議、検討を

行いました。 

  

＜令和 22（2040）年までを見据えた計画の策定＞ 

君津市 

第９期介護保険事業計画 君津市 

第８期介護保険事業計画 

君津市 

第 10期介護保険事業計画 
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第 章  高齢者を取り巻く現状 

 

１ 君津市の高齢者の現状 

（１）総人口等の動向 

本市の総人口（住民基本台帳人口）は、平成７年の９４,００８人をピークに減少傾

向にあり、令和５年９月末時点で８０，５５７人となっています。国立社会保障・人

口問題研究所の将来推計では、２０２５年（令和７年）には７７,８８８人、２０４０ 

年（令和２２年）には６３,６３９人まで減少すると推計されています。 

年齢３区分別人口について見ると、年少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口 

（１５～６４歳）の割合が低下しているのに対し、高齢者人口（６５歳以上）の割合

は一貫して増加しており、２０２５年（令和７年）には３４.４％、２０４０年（令和 

２２年）には４０.０％まで増加すると推計されています。 

【総人口等】 

単位：人 

 
実績 推計 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和２２年 

０～１４歳 ８，８９７ ８，６４９ ８，３８２ ８，１３３ ７，８７９ ８，０２９ ６，０３０ 

１５～６４歳 ４９，０６７ ４８，１０３ ４７，２３４ ４６，４２４ ４５，７９１ ４３，０５９ ３２，１５８ 

６５歳以上 ２６，１３２ ２６，４２５ ２６，７４８ ２６，８９０ ２６，８８７ ２６，８００ ２５，４５１ 

総人口 ８４，０９６ ８３，１７７ ８２，３６４ ８１，４４７ ８０，５５７ ７７，８８８ ６３，６３９ 

資料:実績は住民基本台帳人口（各年９月末）、                          

推計は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』 

【総人口の実績・推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料:実績は住民基本台帳人口（各年９月末）、                          

推計は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』 
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（２）高齢者人口の動向 

① ６５歳以上人口 

本市の６５歳以上人口は、令和５年９月末時点で２６，８８７人、高齢化率は３３．４％

となっています。 

過去５年の高齢者数の伸びでは、市全体では令和元年比２.９％増で、君津地区の 

４.６％増が最も大きい一方、上総地区では３.６％減となっています。 

高齢化率は、令和５年９月末時点で清和地区が５６.９％、上総地区が５１.３％と

比較的高く、いずれの地区も上昇傾向です。 

 

【６５歳以上人口（地区別）】 

単位：人 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 ５年伸び率 推移 

君津地区 １６,７９６ １７,０２５ １７，３０８ １７，５１８ １７，５６４ ４．６％  

小糸地区 ３,０２６ ３,０５０ ３，０８９ ３，０９２ ３，０６２ １．２％  

清和地区 １,３４４ １,３６５ １，３５７ １，３８１ １，３７２ ２．１％  

小櫃地区 １,８５７ １,８７７ １，８９０ １，８７７ １，８９３ １．９％  

上総地区 ３,１０９ ３,１０８ ３，１０４ ３，０２２ ２，９９６ －３．６％  

市全体 ２６,１３２ ２６,４２５ ２６，７４８ ２６，８９０ ２６，８８７ ２．９％  

資料:住民基本台帳人口（各年９月末） 

 

【高齢化率（地区別）】 

単位：％ 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 ５年伸び率 推移 

君津地区 ２７．１ ２７．７ ２８．３ ２８．８ ２９．１ ２．０  

小糸地区 ３７．８ ３８．８ ３９．９ ４０．６ ４０．８ ３．０  

清和地区 ５１．４ ５３．１ ５４．０ ５５．８ ５６．９ ５．５  

小櫃地区 ３７．６ ３９．１ ４０．２ ４０．６ ４１．６ ４．０  

上総地区 ４７．３ ４８．７ ５０．０ ５０．３ ５１．３ ４．０  

市全体 ３１．１ ３１．８ ３２．５ ３３．０ ３３．４ ２．３  

資料:住民基本台帳人口（各年９月末） 
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【高齢化率（令和５年９月末】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（各年９月末） 

 

② ７５歳以上人口 

本市の７５歳以上人口は、令和５年９月末時点で１４，４７１人、後期高齢化率は

１８.０％となっています。 

過去５年の後期高齢者数の伸びでは、市全体では令和元年比９.７％増で、特に君津

地区では１３.２％の増加となっています。 

後期高齢化率は、令和５年９月末時点で清和地区が３５.２％と最も高く、次いで上

総地区が２８.４％と続いています。 

 

【７５歳以上人口（地区別）】 

単位：人 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 ５年伸び率 推移 

君津地区 ８，１６４ ８，３８１ ８，５５８ ８，８８３ ９，２３８ １３．２％  

小糸地区 １，６３２ １，６４２ １，６３８ １，６９１ １，７０５ ４．５％  

清和地区 ８０６ ８０３ ７９４ ８２５ ８５０ ５．５％  

小櫃地区 ９４８ ９３８ ９３９ ９６３ １，０１９ ７．５％  

上総地区 １，６４６ １，６２４ １，６０２ １，６２４ １，６５９ ０．８％  

市全体 １３，１９６ １３，３８８ １３，５３１ １３，９８６ １４，４７１ ９．７％  

資料:住民基本台帳人口（各年９月末） 
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【後期高齢化率（地区別）】 

単位：％ 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 ５年伸び率 推移 

君津地区 １３.２ １３.６ １４.０ １４.６ １５.３ ２.１  

小糸地区 ２０.４ ２０.９ ２１.１ ２２.２ ２２.７ ２.３  

清和地区 ３０.８ ３１.２ ３１.６ ３３.３ ３５.２ ４.４  

小櫃地区 １９.２ １９.５ ２０.０ ２０.８ ２２.４ ３.２  

上総地区 ２５.１ ２５.４ ２５.８ ２７.１ ２８.４ ３.３  

市全体 １５.７ １６.１ １６.４ １７.２ １８.０ ２.３  

資料:住民基本台帳人口（各年９月末） 

【後期高齢化率（令和５年９月末】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（各年９月末） 

 

（３）ひとり暮らし高齢者数の動向 

本市のひとり暮らし高齢者数は、令和２年１０月１日時点で３,９０７人、ひとり暮

らし高齢者比率は１４.６％となっており、６５歳以上人口の伸び率（２.９％増）を

大幅に上回る伸び率（１８.２％増）となっています。 

本市のひとり暮らし高齢者比率は、県内市のなかで中位よりも下に位置し、県内市

の平均（１７.４％）を下回る水準となっています。 

【ひとり暮らし高齢者数の動向】 

 

 平成２７年 令和２年 
平成２２年→令和２年 

伸び率 

６５歳以上人口（人） ２４,３３９ ２６,７１８ ９．８ 

ひとり暮らし高齢者数（人） ３,３０６ ３,９０７ １８．２ 

ひとり暮らし高齢者比率（％） １３．６ １４．６   

資料:令和２年国勢調査 
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【ひとり暮らし高齢者数等の県内市比較（ひとり暮らし高齢者比率の降順）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:令和２年国勢調査 

  

 市 
６５歳以上人

口（人） 

ひとり暮らし 

高齢者数 

（人） 

ひとり暮らし

高齢者 

比率（％） 

１ 市川市 １０６,７７７ ２２,４１４ ２１．０ 

２ 松戸市 １２９,７５６ ２７,１８２ ２０．９ 

３ 勝浦市 ７,３０２ １,４５０ １９．９ 

４ 館山市 １８,４８９ ３,６５７ １９．８ 

５ 鴨川市 １２,４７８ ２,３８５ １９．１ 

６ 習志野市 ４０,９８１ ７,７８７ １９．０ 

７ 船橋市 １５６,１６５ ２９,５８７ １８．９ 

８ 八千代市 ５０,６２６ ９,５８０ １８．９ 

９ 千葉市 ２６１,２８３ ４８,３２６ １８．５ 

１０ 銚子市 ２２,１４５ ３,９９０ １８．０ 

１１ いすみ市 １５,０６５ ２,６１２ １７．３ 

１２ 南房総市 １６,９２６ ２,９２２ １７．３ 

１３ 木更津市 ３７,９２８ ６,４４５ １７．０ 

１４ 我孫子市 ４０,５３９ ６,７４９ １６．６ 

１５ 東金市 １７,３１８ ２,８８３ １６．６ 

１６ 浦安市 ３０,３１９ ５,００１ １６．５ 

１７ 茂原市 ２９,１２１ ４,７８５ １６．４ 

１８ 柏市 １１２,９７３ １８,５３２ １６．４ 

１９ 市原市 ８０,０５１ １３,０７０ １６．３ 

２０ 成田市 ３１,６８１ ５,１０９ １６．１ 

２１ 山武市 １７,４０６ ２,７９５ １６．１ 

２２ 鎌ケ谷市 ３２,３７３ ５,１６２ １５．９ 

２３ 富津市 １６,３７３ ２,５２４ １５．４ 

２４ 大網白里市 １５,９１２ ２,４４８ １５．４ 

２５ 富里市 １４,０６７ ２,１５６ １５．３ 

２６ 八街市 ２１,１１５ ３,２０１ １５．２ 

２７ 流山市 ４７,３０２ ７,１７０ １５．２ 

２８ 四街道市 ２７,４４６ ４,１３４ １５．１ 

２９ 野田市 ４７,４６８ ７,１０２ １５．０ 

３０ 君津市 ２６,７１８ ３,９０７ １４．６ 

３１ 佐倉市 ５５,２６８ ８,０４６ １４．６ 

３２ 匝瑳市 １２,５８４ １,７４１ １３．８ 

３３ 旭市 １９,９６８ ２,７０９ １３．６ 

３４ 香取市 ２６,８９１ ３,５６９ １３．３ 

３５ 袖ケ浦市 １７,２６９ ２,２７３ １３．２ 

３６ 白井市 １７,２８９ ２,２３４ １２．９ 

３７ 印西市 ２３,７８７ ２,９９５ １２．６ 

 合計 １,６５７,１５９ ２８８,６３２ １７．４ 

ひとり暮らし

14.6%

その他

85.4%
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（４）６５歳平均余命・平均自立期間・平均要介護期間 

（平成２７年～令和元年の平均） 

本市の６５歳平均余命は、令和元～５年の平均で男性１８.９４年、女性２４.１０

年となっており、平均自立期間（介護を受けずに過ごせる期間）が男性１７.４３年、

女性２０.９３年、平均要介護期間が男性１.５１年、女性３.１８年という状況です。 

本市の平均自立期間は、男性は、県内市のなかで中位よりも下に位置し、県平均 

（１７.９０年）を下回る水準となっています。女性は、県内市のなかで中位よりも上

に位置し、県平均（２０.７５年）を上回る水準となっています。 

【男性の６５歳平均余命・平均自立期間・平均要介護期間（平均自立期間の降順）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料:千葉県＜健康ナビ＞【令和２７年～令和元年の平均】  

市 平均余命 平均自立期間 平均要介護期間 

千葉県 １９.４９  １７.９０  １.５９  

我孫子市 ２０.３５  １８.８９  １.４７  

流山市 ２０.６２  １８.７６  １.８６  

浦安市 ２０.２１  １８.７４  １.４７  

四街道市 ２０.１０  １８.７４  １.３６  

佐倉市 ２０.０４  １８.７３  １.３１  

印西市 １９.８１  １８.５５  １.２７  

柏市 ２０.０６  １８.４４  １.６２  

白井市 １９.９３  １８.３７  １.５５  

習志野市 １９.８９  １８.３７  １.５２  

八千代市 １９.８２  １８.２５  １.５７  

館山市 １９.３１  １８.０９  １.２２  

船橋市 １９.８１  １７.９９  １.８３  

袖ケ浦市 １９.４１  １７.９８  １.４３  

鎌ケ谷市 １９.４９  １７.８４  １.６６  

千葉市 １９.４２  １７.８２  １.６０  

いすみ市 １９.３１  １７.７６  １.５５  

香取市 １８.９９  １７.７４  １.２５  

南房総市 １９.３０  １７.７４  １.５６  

鴨川市 １９.３６  １７.７４  １.６２  

木更津市 １９.４１  １７.７４  １.６７  

松戸市 １９.５５  １７.６９  １.８７  

茂原市 １９.１６  １７.６２  １.５４  

大網白里市 １９.２１  １７.６２  １.５９  

成田市 １８.９９  １７.６１  １.３８  

匝瑳市 １８.８３  １７.５９  １.２４  

市原市 １９.１６  １７.５５  １.６１  

富里市 １８.８７  １７.５５  １.３２  

野田市 １９.１８  １７.５４  １.６４  

市川市 １９.３２  １７.５４  １.７８  

君津市 １８.９４  １７.４３  １.５１  

東金市 １８.９６  １７.３０  １.６６  

山武市 １８.６１  １７.１８  １.４３  

旭市 １８.４９  １７.０８  １.４１  

銚子市 １８.４２  １７.０８  １.３４  

勝浦市 １８.６２  １７.０３  １.５８  

富津市 １８.６８  １７.０１  １.６７  

八街市 １８.２３  １６.８７  １.３７  

18.94 

17.43 

16.00

17.00

18.00

19.00

平均余命 平均自立期間

（年）

１.５１年 
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【女性の６５歳平均余命・平均自立期間・平均要介護期間（平均自立期間の降順）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料:千葉県＜健康ナビ＞【令和２７年～令和元年の平均】 

 

  

市 平均余命 平均自立期間 平均要介護期間 

千葉県 ２４.１１  ２０.７５  ３.３６  

館山市 ２４.４６  ２１.６４  ２.８２  

習志野市 ２５.０１  ２１.５４  ３.４７  

柏市 ２４.７３  ２１.２８  ３.４４  

佐倉市 ２４.１１  ２１.１９  ２.９２  

我孫子市 ２４.５８  ２１.１８  ３.４０  

香取市 ２３.８７  ２１.１６  ２.７１  

浦安市 ２４.２１  ２１.１４  ３.０７  

八千代市 ２４.５６  ２１.１０  ３.４５  

印西市 ２４.１３  ２１.０３  ３.０９  

南房総市 ２４.２７  ２１.００  ３.２７  

四街道市 ２４.０３  ２０.９６  ３.０７  

匝瑳市 ２３.６２  ２０.９５  ２.６７  

君津市 ２４.１０  ２０.９３  ３.１８  

流山市 ２４.６２  ２０.８７  ３.７５  

成田市 ２３.８４  ２０.７７  ３.０７  

船橋市 ２４.５２  ２０.７６  ３.７５  

千葉市 ２４.１１  ２０.７６  ３.３５  

市川市 ２４.４８  ２０.７０  ３.７８  

白井市 ２４.０７  ２０.６７  ３.４１  

鎌ケ谷市 ２３.９７  ２０.５６  ３.４１  

いすみ市 ２３.７１  ２０.５６  ３.１５  

大網白里市 ２４.００  ２０.５４  ３.４５  

市原市 ２３.９２  ２０.５２  ３.４１  

袖ケ浦市 ２３.３７  ２０.５１  ２.８６  

勝浦市 ２４.０３  ２０.４８  ３.５５  

松戸市 ２４.４４  ２０.４８  ３.９６  

茂原市 ２３.４７  ２０.４６  ３.０１  

鴨川市 ２３.６４  ２０.４３  ３.２１  

旭市 ２３.２１  ２０.３７  ２.８４  

木更津市 ２３.６６  ２０.２３  ３.４３  

野田市 ２３.７１  ２０.１８  ３.５３  

東金市 ２３.６１  ２０.１４  ３.４７  

銚子市 ２３.０９  ２０.１２  ２.９７  

富里市 ２２.７８  ２０.０７  ２.７１  

富津市 ２３.４２  １９.９５  ３.４６  

八街市 ２２.５３  １９.７４  ２.７９  

山武市 ２２.８７  １９.７０  ３.１６  

24.10 

20.93 

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

平均余命 平均自立期間

（年）

３.１８年 
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２ 君津市の介護保険等の状況 

（１）介護保険事業の状況 

① 第１号被保険者数 

本市の第１号被保険者数は、令和５年３月末時点で２６,５３１人となっています。 

６５～７４歳の前期高齢者は、令和３年３月末時点以降は減少に転じている一方、

７５歳以上の後期高齢者は一貫して増加傾向にあり、令和２年３月末以降は後期高齢

者数が前期高齢者数よりも多くなっています。 

 

【前期・後期別第１号被保険者数（君津市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報                

（令和３、４、５年のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

 

  

12,925 12,954 13,156 13,110 12,576 

12,864 13,141 13,177 13,503 13,955 

25,789 26,095 26,333 26,613 26,531 

0

10,000

20,000

30,000

令和元年

３月末

令和２年

３月末

令和３年

３月末

令和４年

３月末

令和５年

３月末

（人）

第１号被保険者（前期高齢者） 第１号被保険者（後期高齢者）
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② 要支援・要介護認定者数 

本市の要支援・要介護認定者数は、令和５年３月末時点で４,５３１人と、年々増加

しており、第８期計画の期間中（令和３年３月末～）の伸びは、要支援２（２０.６％

増）や要介護２（１５.１％増）が比較的大きくなっています。 

【要支援・要介護認定者数（要介護度別）（君津市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２号被保険者を含む 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報                

（令和３、４、５年のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

③ 要支援・要介護認定率（＝ 要支援・要介護認定者数／第１号被保険者数） 

本市の要介護・要支援認定率は、令和５年３月末時点で１７.１％と、緩やかな上昇

傾向となっており、全国平均、県平均を下回る水準となっています。 

【君津市の要介護（要支援）認定者数、要介護（要支援）認定率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２号被保険者を含む 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報                

（令和３、４、５年のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

  

3,490 3,659 3,753 3,913 4,031 
4,230 

4,423 4,461 4,515 4,531 

0
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５年

３月末

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５
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要介護４ 要介護５ 認定率
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【全国、県、周辺市との要介護・要支援認定率比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２号被保険者を含む 

資料：厚生労働省『介護保険事業状況報告』月報（令和５年３月末時点） 

 

④ 受給率（＝各サービス受給者数／第１号被保険者数） 

本市の受給率は、令和元年度実績で施設サービスが２.８％、居住系サービスが０.

８％、在宅サービスが８.５％となっており、在宅サービスの受給率は全国平均（１０.

４％）、県平均（９.１％）を下回っています。 

在宅サービスでは、福祉用具貸与の受給率が５.７％と最も高く、次いで通所介護の

３.４％、訪問介護の２.３％と続いており、訪問入浴介護、通所介護、定期巡回・臨

時対応型訪問介護看護以外の訪問系のサービスはいずれも全国平均や県平均を下回る

受給率となっています。 

【受給率（施設サービス※）（要介護度別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『介護保険事業状況報告』月報（令和４年の月平均） 
 

※施設サービス：介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院  
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【受給率（居住系サービス※）（要介護度別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『介護保険事業状況報告』月報（令和４年の月平均） 
 

※居住系サービス：特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

 

【受給率（在宅サービス）（要介護度別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『介護保険事業状況報告』月報（令和４年の月平均） 
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要介護４ 要介護５

10.4

9.1 8.5
9.6 10.0

7.9

10.8

9.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

全国 千葉県 君津市 木更津市 富津市 袖ケ浦市 鴨川市 市原市

（％）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５
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【各在宅サービスの受給率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『介護保険事業状況報告』月報（令和４年の月平均） 

 

  

2.3

0.5

0.9

0.1

1.9

3.4

1.0

0.7

0.1

5.7

0.2

0.1

0.6

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

（％）

全国 千葉県 君津市
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⑤ 施設・居住系サービス等の定員 

市内に立地する施設・居住系サービス等は、令和５年１２月１日時点の合計で３３

か所、定員は１，８９０人となっており、定員は有料老人ホーム（特定施設及びその

他）が５９９人と最も多く、次いで介護老人福祉施設（地域密着型を含む）が５０９

人、サービス付き高齢者向け住宅が３１３人、介護老人保健施設が２００人と続いて

います。 

地区別で見ると、箇所数では君津地区に２５か所が立地しており、定員は君津地区

の９２１人が最も多く、次いで清和地区の６１４人、上総地区の３３９人と続いてい

ます。 

【サービス種別】 

市 箇所 定員 

介護老人福祉施設 ６ ４２２ 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
３ ８７ 

介護老人保健施設 ２ ２００ 

介護療養型医療施設 － － 

認知症対応型共同生活介護 ４ ７２ 

特定施設入居者生活介護 ２ ５９９ 

その他の有料老人ホーム ３ １４７ 

軽費老人ホーム １ ５０ 

サービス付き高齢者向け住宅 １２ ３１３ 

合計 ３３ １，８９０ 

 

【地区別】 

 

種 別 
君津地区 小糸地区 清和地区 小櫃地区 上総地区 

箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 

介護老人福祉施設 ４ ２１２ － － － － － － ２ ２１０ 

地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護 

２ ５８ － － － － － － １ ２９ 

介護老人保健施設 １ １００ － － － － － － １ １００ 

介護療養型医療施設 － － － － － － － － － － 

認知症対応型共同生活
介護 

４ ７２ － － － － － － － － 

特定施設入居者生活介
護 

－ － － － ２ ５９９ － － － － 

その他の有料老人ホー
ム 

２ １３１ － － － － １ １６ － － 

軽費老人ホーム １ ５０ － － － － － － － － 

サービス付き高齢者向
け住宅 

１１ ２９８ － － １ １５ － － － － 

合計 ２５ ９２１ － － ３ ６１４ １ １６ ３ ３３９ 
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⑥ 介護費用額 

本市の介護費用額は、令和３年度実績（令和４年２月サービス提供分まで）で、在

宅サービスが約３５億９千万円、居住系サービスが約５億８千万円、施設サービスが

約２６億５千万円で、合計で約６８億２千万円となっています。５年前（平成２８年

度）と比べて約７億５千万円の増加となっています。 

 

【年間介護費用額（君津市の年間介護費用額の推移）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成２６年度から令和３年度:厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、 

 

調整済み第１号被保険者一人あたり費用月額をサービス系統別で見ると、本市は令

和３年度実績で、在宅サービスは９,５８８円、施設および居住系サービスは９,１０

７円と、全国平均や県平均を上回る水準となっています。 

 

【調整済み※第１号被保険者一人あたり費用月額（在宅サービス・施設及び居住系サービス）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告（年報）」（または直近月までの月報累計）における費用額を 

「介護保険事業状況報告月報）」における第 1 号被保険者数の各月累計で除して算出 
※調整済み：どの地域も全国平均と同じ第１号被保険者の性・年齢構成に調整した

場合 
 

2,502,473 2,545,171 2,522,028 2,576,475 2,449,741 2,548,946 2,646,436 2,653,020 

481,231 482,305 520,297 533,572 551,318 348,432 582,153 581,167 

2,762,431 2,870,301 3,024,791 
3,122,716 3,234,795 3,642,692 

3,504,613 3,588,570 

5,746,135 5,897,778 
6,067,116 6,232,763 6,235,853 

6,540,070 6,733,202 
6,822,757 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

平成

２６年

平成

２７年

平成

２８年

平成

２９年

平成

３０年

令和

元年

令和

２年

令和

３年

（千円）

施設サービス費用額 居住系サービス費用額 在宅サービス費用額

全国

千葉県君津市

木更津市

富津市

袖ケ浦市

鴨川市

市原市

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

（円）
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（２）第８期介護保険料の状況 

本市の第８期介護保険料は、基準額（月額）が５,４００円で、県内市の平均値 

（５,３８５円）をやや上回る水準となっています。なお、介護保険料については、要

介護・要支援認定率との強い相関関係（認定率が高いと、保険料が高い）が認められ

ます。 

 

【県内市の第８期保険料基準額（月額）等（第８期保険料の降順）】 

単位：％ 

 保険者名 

第８期保険料 

基準額（月額） 

（円） 

６５歳以上 

高齢化率 

令和５年４月１日時点 

７５歳以上 

後期高齢化率 

令和５年４月１日時点 

要支援・要介護 

認定率 

令和５年４月１日時点 

１ 鴨川市 ６,０００ ３９.４％ １６.３％ ２０.２％ 

２ 市川市 ５,８００ ２１.５％ １３.８％ １８.７％ 

３ 富津市 ５,７００ ３９.５％ ２１.８％ １８.８％ 

４ 大網白里市 ５,７００ ３３.８％ １６.９％ １５.６％ 

５ 市原市 ５,６９０ ３０.５％ １２.７％ １７.５％ 

６ 流山市 ５,６９０ ２２.５％ １４.３％ １９.０％ 

７ 館山市 ５,６８０ ４０.３％ １５.２％ ２１.４％ 

８ 松戸市 ５,６００ ２５.９％ １６.５％ １８.９％ 

９ 東金市 ５,６００ ３１.６％ １６.２％ １４.７％ 

１０ 柏市 ５,６００ ２６.０％ ２６.０％ １７.１％ 

１１ 南房総市 ５,６００ ４７.１％ ２７.２％ ２０.１％ 

１２ 木更津市 ５,５８０ ２７.９％ １４.７％ １８.３％ 

１３ 鎌ケ谷市 ５,５００ ２８.６％ １７.６％ １８.３％ 

１４ 香取市 ５,５００ ３８.０％ ２０.１％ １６.７％ 

１５ 銚子市 ５,４５０ ３９.６％ １１.７％ １７.６％ 

１６ 君津市 ５,４００ ３３.２％ １４.８％ １７.１％ 

１７ 千葉市 ５,４００ ２６.３％ ２１.４％ １９.０％ 

１８ 船橋市 ５,４００ ２４.０％ ２３.０％ １９.９％ 

１９ 旭市 ５,４００ ３２.０％ １３.３％ １４.８％ 

２０ 匝瑳市 ５,４００ ３６.３％ １９.２％ １７.８％ 

２１ 山武市 ５,４００ ３７.０％ １８.８％ １５.７％ 

２２ 習志野市 ５,３８１ ２３.６％ １４.２％ １９.２％ 

２３ いすみ市 ５,３２２ ４２.３％ ２４.０％ １８.９％ 

２４ 勝浦市 ５,３００ ４６.０％ １５.９％ １８.５％ 

２５ 八街市 ５,２７０ ３２.５％ １５.３％ １４.２％ 

２６ 袖ケ浦市 ５,２００ ２７.０％ １３.５％ １５.３％ 

２７ 野田市 ５,１９０ ３１.１％ １８.３％ １８.２％ 

２８ 八千代市 ５,１８０ ２４.８％ １８.０％ １８.４％ 

２９ 茂原市 ５,１００ ３４.０％ １２.１％ １７.２％ 

３０ 我孫子市 ５,０００ ３０.９％ ２２.６％ １７.６％ 

３１ 浦安市 ４,９８０ １８.４％ ９.３％ １４.４％ 

３２ 佐倉市 ４,９５０ ３３.３％ １５.５％ １５.７％ 

３３ 成田市 ４,８００ ２４.３％ １７.９％ １５.１％ 

３４ 四街道市 ４,７００ ２８.３％ １６.５％ １５.９％ 

３５ 印西市 ４,７００ ２３.８％ １０.３％ １３.０％ 

３６ 富里市 ４,７００ ２９.４％ １３.７％ １２.９％ 

３７ 白井市 ４,６００ ２８.１％ １４.５％ １４.２％ 

資料：高齢化率及び後期高齢化率は「千葉県年齢別・町丁別人口の結果」（令和５年４月１日） 

要支援・要介護認定率は介護保険事業状況報告月報（令和５年３月末）                 
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３ アンケート調査の結果について 

（１）調査の概要 

① 調査の目的  

「第９期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」策定の基礎資料として、調査を

実施したものです。 
 

② 調査対象  

介護予防・日常生活：65歳以上で、介護保険の要介護１～５の認定を受けていない方 

圏域ニーズ調査 

在宅介護実態調査：在宅で生活をし、介護保険の要介護認定を受けている方 

在宅生活改善調査：市内の居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業

所及び看護小規模多機能型居宅介護支援事業所 

居所変更実態調査：市内の介護施設及び居住系サービス事業所（サ高住・住宅型有 

料含む） 

介護人材実態調査：市内の介護施設及び介護サービス事業所（サ高住・住宅型有料 

含む） 

 

③ 調査期間  

令和５年２月～令和５年３月 
 

④ 調査方法  

郵送配付・郵送回収方式 
 

⑤ 回収状況  

  配付数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 3,500 通 2,360 通 67.4％ 

在宅介護実態調査 600 通 419 通 69.8％ 

在宅生活改善調査 32 通 20 通 62.5％ 

居所変更実態調査 32 通 17 通 53.1％ 

介護人材実態調査 112 通 50 通 44.6％ 
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（２）調査の集計結果の要点 

（２）－１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  

① タイプ別分類について  

ア ひきこもり状態の方に対して、希望する支援方法 

「当事者・家族の相談相手」、「就労・就学支援」の割合が28.8％と最も高く、次い

で「当事者の居場所づくり」の割合が25.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 経済的にみた暮らしの状況 

「ふつう」の割合が57.5％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が25.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 59 ％

当事者・家族の相談相手

相談先窓口や家族会等の情報提供

当事者の居場所づくり

就労・就学支援

その他

無回答

28.8

16.9

25.4

28.8

22.0

8.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2,360 ％

大変苦しい

やや苦しい

ふつう

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

8.8

25.3

57.5

4.8

1.1

2.5

0 20 40 60 80 100
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② からだを動かすことについて  

ア 外出を控えている理由 

「足腰などの痛み」の割合が33.0％と最も高く、次いで「トイレの心配（失禁など)」、

「外での楽しみがない」の割合が15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 外出する際の移動手段 

「自動車（自分で運転）」の割合が62.5％と最も高く、次いで「徒歩」の割合が33.6％、

「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が27.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,000 ％

病気

障害（脳卒中の後遺症など)

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など)

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

無回答

9.9

2.1

33.0

15.1

5.5

5.0

15.1

7.9

14.8

28.4

12.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2,360 ％

徒歩

自転車

バイク

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

無回答

33.6

7.5

1.3

62.5

27.0

7.3

10.1

1.3

1.1

0.2

2.3

5.0

2.1

5.8

0 20 40 60 80 100
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③ 毎日の生活について  

ア 生きがいの有無 

「生きがいあり」の割合が55.4％、「思いつかない」の割合が37.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域の活動について  

ア 地域活動の参加状況 

【年齢・性別】 

年齢・性別にみると、85歳以上-女性で「まったく活動に参加していない」の割合が、

75～84歳-男性で「週１回未満活動に参加している」の割合が、65～74歳-男性で「週

１回以上活動に参加している」の割合が高くなっています。 

単位：％   

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
１
回
以
上
活
動
に

参
加
し
て
い
る 

週
１
回
未
満
活
動
に

参
加
し
て
い
る 

ま
っ
た
く
活
動
に 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2360  38.0  25.0  25.9  11.1  

65～74 歳- 男性 585  49.9  29.1  17.6  3.4  

65～74 歳- 女性 554  46.8  20.8  24.9  7.6  

75～84 歳- 男性 387  33.1  37.0  19.1  10.9  

75～84 歳- 女性 471  29.9  22.5  30.8  16.8  

85 歳以上- 男性 124  26.6  16.9  36.3  20.2  

85 歳以上- 女性 211  18.0  13.3  47.9  20.9  

 

  

回答者数 = 2,360 ％

生きがいあり

思いつかない

無回答

55.4

37.8

6.8

0 20 40 60 80 100
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⑤ たすけあいについて  

ア 家族や友人･知人以外の相談相手 

「そのような人はいない」の割合が36.7％と最も高く、次いで「医師・歯科医師・

看護師」の割合が28.0％、「地域包括支援センター・役所」の割合が14.4％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 健康について  

ア 健康状態 

「まあよい」の割合が63.7％と最も高く、次いで「あまりよくない」の割合が17.8％、

「とてもよい」の割合が11.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,360 ％

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・役所

その他

そのような人はいない

無回答

10.3

12.5

9.5

28.0

14.4

8.3

36.7

7.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2,360 ％

とてもよい

まあよい

あまりよくない

よくない

無回答

11.2

63.7

17.8

2.6

4.7

0 20 40 60 80 100
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イ 軽い運動・体操もしくは定期的な運動・スポーツを行う頻度 

「ほとんどしない」の割合が39.5％と最も高く、次いで「週２～４日」の割合が22.9％、

「週１回」の割合が16.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 参加したい介護予防や健康づくりの活動 

「会食や茶話会等、食事をしながら、話し合う場」の割合が23.9％と最も高く、次

いで「体操（運動）の教室（公民館などでの講座）」の割合が21.4％、「趣味の活動へ

の参加（料理教室、手芸、健康マージャン等）」の割合が19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,360 ％

ほとんどしない

週１回

週２～４日

週５回以上

無回答

39.5

16.8

22.9

15.1

5.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2,360 ％

体操（運動）の教室（公民館などでの講
座）

体操（運動）の教室（WEB （インターネッ
ト））

身近な地域の公園でのラジオ体操

会食や茶話会等、食事をしながら、話し合
う場

認知症予防の教室（市役所での講座）

認知症予防の教室（WEB （インターネッ
ト））

趣味の活動への参加（料理教室、手芸、健
康マージャン等）

農作業や農作物の収穫体験

支援が必要な高齢者への生活支援（買い物
支援、移動支援等）

子どもや若年世代等世代間との交流活動

その他

無回答

21.4

3.9

11.7

23.9

11.7

3.8

19.2

16.7

6.6

6.1

9.4

28.0

0 20 40 60 80 100
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⑦ 認知症にかかる相談窓口の把握について  

ア 認知症に関する相談窓口を知っているか 

「はい」の割合が17.8％、「いいえ」の割合が73.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 生活支援について  

ア 日常的に受けたいと思う支援 

「特にない」の割合が51.1％と最も高く、次いで「災害時の手助け」の割合が18.4％、

「急病になった時の看病」の割合が14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,360 ％

はい

いいえ

無回答

17.8

73.9

8.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2,360 ％

安否確認の声かけ

心配ごとなどの相談相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

外出の手伝い

ゴミ出しの手伝い

急病になった時の看病

介護を必要とする人の短時間の預かり

認知症などの高齢者の見守り

災害時の手助け

その他

特にない

無回答

7.8

10.0

5.3

5.4

3.6

4.5

14.4

6.1

6.2

18.4

1.4

51.1

12.1

0 20 40 60 80 100
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（２）－２ 在宅介護実態調査  

① 調査対象者様ご本人について  

ア 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービス 

「利用していない」の割合が57.3％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 419 ％

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

7.2

6.2

5.3

4.5

6.0

7.4

9.8

5.7

3.3

6.2

57.3

13.6

0 20 40 60 80 100
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イ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」の割合が29.6％と最も高く、次いで「特にな

し」の割合が27.2％、「外出同行（通院、買い物など）」の割合が26.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ （住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスの利用の有無 

「利用した」の割合が50.8％、「利用していない」の割合が47.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 419 ％

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

19.6

16.7

18.6

16.9

16.0

26.7

29.6

22.2

10.5

5.0

27.2

14.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 419 ％

利用した

利用していない

無回答

50.8

47.0

2.1

0 20 40 60 80 100
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エ 介護保険サービスを利用していない理由 

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」の割合が32.5％と最も高く、

次いで「家族が介護をするため必要ない」の割合が28.4％、「本人にサービス利用の希

望がない」の割合が22.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 現在のケアプランの満足度 

「ほぼ満足している」の割合が41.8％と最も高く、次いで「満足している」の割合

が18.6％、「わからない」の割合が16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 197 ％

現状では、サービスを利用するほどの状態
ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があっ
た

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近
にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用
するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が
分からない

その他

無回答

32.5

22.3

28.4

2.5

9.1

4.1

6.6

10.2

18.8

9.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 419 ％

満足している

ほぼ満足している

あまり満足していない

満足していない

わからない

無回答

18.6

41.8

9.5

4.3

16.9

8.8

0 20 40 60 80 100
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② 主な介護者の方について  

ア 主な介護者の方が不安に感じる介護等 

「認知症状への対応」の割合が25.9％と最も高く、次いで「日中の排泄」の割合が

13.5％、「夜間の排泄」、「入浴・洗身」の割合が12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 274 ％

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

13.5

12.8

4.0

12.8

2.2

1.8

5.5

9.5

6.2

25.9

3.3

10.2

7.3

9.9

2.2

2.2

0.4

46.0

0 20 40 60 80 100
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イ 自身や家族が認知症になったら不安に感じること 

「周りの人の負担が大きくなるのではないか」の割合が55.8％と最も高く、次いで

「買い物や料理、車の運転など、これまでできていたことができなくなるのではない

か」の割合が50.0％、「家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか」の割

合が44.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 274 ％

自分（あなた）や大切な思い出を忘れてしまうので
はないか

買い物や料理、車の運転など、これまでできていた
ことができなくなるのではないか

周りの人の負担が大きくなるのではないか

病院や診療所で治療しても、症状は改善しないので
はないか

どこに相談すればいいかわからないのではないか

ストレスや精神的負担が大きいのではないか

経済的負担が大きいのではないか

介護にかかる負担によって自分の仕事が継続できな
くなるのではないか

必要な介護サービスを利用することができず、現在
の住まいで生活できなくなるのではないか

介護施設が利用できないのではないか

外出した際に家への帰り道がわからなくなったりす
るのではないか

不要なものを大量に購入させられたり、詐欺的な勧
誘の被害に遭ったりするのではないか

家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまうのではな
いか

その他

特にない

わからない

無回答

29.6

50.0

55.8

24.1

14.2

43.1

38.0

23.7

17.2

16.4

26.3

21.2

44.2

1.8

2.2

1.5

10.6

0 20 40 60 80 100
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ウ 「成年後見制度」の認知度 

「聞いたことはあるが、内容は知らない」の割合が33.2％と最も高く、次いで「内

容を少し知っている」の割合が28.5％、「知らない」の割合が23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 成年後見制度の利用促進に向けての課題 

「成年後見制度やその手続きについて知る機会がない」の割合が43.1％と最も高く、

次いで「成年後見制度が分かりにくい」の割合が19.7％、「誰が後見人等に選任される

か不安である」、「後見人等が本人の意思を尊重してくれるか不安である」の割合が

15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 274 ％

内容までよく知っている

内容を少し知っている

聞いたことはあるが、内容は知らない

知らない

無回答

6.6

28.5

33.2

23.0

8.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 274 ％

成年後見制度やその手続きについて知る機
会がない

成年後見制度が分かりにくい

手続きが複雑である

申立費用の負担がある

手続きの支援をしてくれるところがない

相談窓口がない

支援者が制度について理解していない

報酬等の費用負担がある

誰が後見人等に選任されるか不安である

指名した人に後見人等になってもらいたい

後見人等が本人の意思を尊重してくれるか
不安である

その他

無回答

43.1

19.7

10.2

5.8

5.1

6.2

5.8

9.9

15.3

8.0

15.3

4.7

27.4

0 20 40 60 80 100
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（２）－３ 介護人材実態調査  

① 人材確保や職員定着のための取り組み  

ア 人材確保や職員定着のために取り組んでいること 

「労働時間の希望を聞く（シフトの調整）」の割合が84.0％と最も高く、次いで「資

格取得への支援」の割合が70.0％、「労働環境の改善」の割合が62.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

資格取得への支援

キャリアアップの明示

給与水準の引き上げ

能力開発・研修等の充実

労働環境の改善

労働時間の希望を聞く（シフトの調整）

休暇取得の推進

仕事内容の希望を聞く

福利厚生の充実

その他

無回答

70.0

44.0

52.0

44.0

62.0

84.0

54.0

40.0

24.0

2.0

6.0

0 20 40 60 80 100
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第 章  将来フレームと日常生活圏域の設定 

 

 

１ 被保険者数及び認定者数の推計 

令和６年度から令和８年度、令和１２年度（２０３０年度）、令和２２年度（２０４０年

度）における介護保険の被保険者数及び認定者数について次のとおり推計しました。 

被保険者数は、第１号被保険者数のうち、６５～７４歳の前期高齢者は、令和４年

度以降の減少を見込む一方、７５歳以上の後期高齢者は、令和７年度までは一貫して

増加を見込みます。 

要介護・要支援認定者数は、一貫して増加を見込み、第８期計画の最終年度（令和

５年度）に５,０００人近くに達し、令和７年度以降、５,０００人を上回って推移す

る見込みです。 

 

【第１号被保険者数及び第２号被保険者数の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度～令和５年度は、住民基本台帳                         

令和６年度～８年度は住民基本台帳に基づく本市による推計         

令和１２年度以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別   

将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」                         

 

  

26,950 26,688 26,450 23,305 18,939 

13,217 12,904 12,416 
9,612 

9,823 

13,531 13,986 14,471 
16,740 

15,628 

53,698 53,578 53,337 

0 0 0 

49,657 
44,390 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

１２年度

令和

２２年度

（人）

第２号被保険者 第１号被保険者（６５～７４歳）

第１号被保険者（７５歳以上）

《現在設定中》 
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【要支援・要介護認定者数（第２号被保険者を含む）の推計】 

単位：人 

 

実績 推計 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

１０年度 

令和 

２２年度 

要支援１ 482 507 583      

要支援２ 579 604 622      

要介護１ 937 952 964      

要介護２ 779 774 753      

要介護３ 688 679 721      

要介護４ 665 685 644      

要介護５ 375 368 339      

合計 4,505 4,569 4,626      

資料：実績値は介護保険事業状況報告月報（各年９月末日、令和５年度は７月末） 

推計値は地域包括ケア「見える化システム」で推計                       

 

２ 認知症高齢者数の推計 

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成２６年厚生労働

科学研究費補助金特別研究事業）」では、認知症患者推定有病率は、令和７年に１８.

５％、令和２２年に２０.７％と推計しており、この推計値に当てはめると、本市の認

知症高齢者数は令和７年には約４,９００人、令和２２年には５,０００人超に増加す

る見込みです。 

 

【認知症高齢者数の見込み】 

単位：人 

項目 平成２７年 令和２年 令和７年 令和２２年 

Ａ 認知症高齢者数（Ｂ×Ｃ） ３,６７２ ４,３７５ ４,８９２ ５,１３３ 

Ｂ 認知症患者推定有病率 １５.２％ １６.７％ １８.５％ ２０.７％ 

Ｃ ６５歳以上人口 ２４,１５８ ２６,２０３ ２６,４４５ ２４,７９９ 

資料：認知症患者推定有病率は、上記研究における認知症有病率が、 

平成２７年以降一定と仮定した場合の推計値                 

６５歳以上人口は住民基本台帳（９月末日時点 前ページの第

     １号被保険者数）で、令和７年と令和２２年の     

６５歳以上人口は前ページの第１号被保険者数の推計値         

 

  

《現在設定中》 
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３ ひとり暮らし高齢者数の推計 

ひとり暮らし高齢者数は、過去のひとり暮らし高齢者比率の伸びに基づく推計（ト

レンド推計）を行うと、令和７年には４,５００人超、令和２２年には５,５００人超

に増加する見込みです。 

 

【ひとり暮らし高齢者数の見込み】 

単位：％ 

 
実績 推計 

平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年 令和２２年 

６５歳以上人口 ２４,３３９ ２６,２０３    

ひとり暮らし高齢者数 ３,３０６ ３,９０７    

ひとり暮らし高齢者比率 １３.６％ １４.９％    

資料：６５歳以上人口は住民基本台帳人口（９月末日時点）で、令和７年と   

令和２２年の６５歳以上人口は前ページの第１号被保険者数の推計値。 

ひとり暮らし高齢者数は、平成２７年及び令和２年は国勢調査、       

令和７年以降はひとり暮らし高齢者比率の伸びを使用した推計値。     

 

 

 

 

 

  

《現在設定中》 
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４ 日常生活圏域の設定等 

（１）日常生活圏域とは 

「日常生活圏域」とは、介護保険事業計画において、当該市町村が「その住民が日常生

活を営んでいる地域」として、地理的条件、人口・交通事情その他の社会的条件、介護給

付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定

めるものです。 

「日常生活圏域」はそれぞれの市町村において、小学校区、中学校区、旧行政区、住民

の生活形態、地域づくりの単位等、面積や人口だけでなく、地域の特性等を踏まえて設定

することとされています。 

 

（２）本市の日常生活圏域の設定について 

本市の「日常生活圏域」については、「君津」「小糸」「清和」「小櫃」「上総」の５圏域の

設定を第９期計画においても継続し、各圏域における地域特性と課題の把握に努め、地域

密着型サービスの計画的な整備等に努めます。 
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第4章の各サービスごとの令和5年度見込及び第9期計画（令和6年度～令和8年度）の

計画値については、国の介護報酬改定等の動向に伴い、修正となる可能性があります。 
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第 章  介護サービス提供体制の整備と人材確保 

１ 介護サービスの整備推進 

介護保険制度における「居宅サービス」、「地域密着型サービス」、「施設サービス」及び

「居宅介護支援・介護予防支援」の各サービスの充実を図り、要介護・要支援認定者が住

み慣れた地域で安心して生活を継続していくため、地域において必要なサービスが提供さ

れる体制の整備を推進します。 

 

（１）安心して生活し続けるための介護サービスの整備と質の確保 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営む

ことができるよう、地域において必要なサービスが提供される体制を整備していくため

に、地域の介護需要のピーク時を踏まえ中長期的な介護需要、サービスの種類ごとの量の

見込みやそのために必要な保険料水準を推計し、各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況

に応じた介護サービス基盤の整備を推進します。 

 

（ア）居宅サービス 

居宅サービスについて、各サービスの提供と利用の支援を図ります。 

また、各サービスの計画期間等における利用見込量は、第８期計画期間中の実績等を踏

まえて設定します。 

① 訪問介護 

介護福祉士やホームヘルパーなどが家庭を訪問して、要介護認定者に、入浴・排せ

つ・食事等の身体介護や、調理・掃除・洗濯等の日常生活上の援助を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

訪問介護 
回/月 14,481  14,397  13,224  12,404  12,487  12,698 

人/月 584  607  589  577  594  613  
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

看護師や介護士などが移動入浴車等で各家庭を訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入

浴の介護を行い、要介護・要支援認定者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図

ります。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

訪問入浴 

介護 

回/月 635  683  616  604  629  661  

人/月 126  135  123  121  126  130  

介護予防訪

問入浴介護 

回/月 7 4  0  5  5  5  

人/月 1  1  0  1 1 1 

 

③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師などが家庭を訪問して、疾患等によ

り療養が必要な方に対して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 

サービスの提供にあたっては主治医との密接な連携に基づき、利用者の療養生活を

支援し、心身機能の維持回復を図ります。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

訪問看護 
回/月 2,014 2,197  2,498  2,778  2,840 2,941  

人/月 222  228  224  227  232  240  

介護予防

訪問看護 

回/月 178  139  203  236  245  249  

人/月 21  17  25  29  30  30  
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が、医師との連携のもと家庭を訪問して、

要介護・要支援認定者の心身機能の維持回復を図るとともに、日常生活の自立を助け

るための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

訪問リ
ハビリ
テーシ
ョン 

回/月 110 160 305 334 328 368 

人/月 10 14 19 19 19 21 

介護予
防訪問
リハビ
リテー
ション 

回/月 7 0 0 20 20 20 

人/月 0 0 0 1 1 1 

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

通院が困難で在宅療養している要介護・要支援認定者について、医師、歯科医師、

薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが家庭を訪問し、心身の状況、置かれている環

境等を把握して療養上の管理や指導を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

居宅療養

管理指導 
人/月 442  465  472  469  481  492  

介護予防居宅 

療養管理指導 
人/月 34  36  40    43   44   45   

 

⑥ 通所介護 

デイサービスセンターへの通所により、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常

生活上の世話や機能訓練を行います。 

利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や家族の身体的・精神的負

担の軽減も図られるため、利用率の高いサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

通所介護 
回/月 9,534  9,614  9,613  9,561  9,786  10,092  

人/月 905  910  944  976  1,020  1,055  
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⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院等への通所により、心身機能の維持回復と日常生活の自立

を図るため、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等によるリハビリテーションを行

い、心身機能の維持回復を図ります。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

通所リハビ

リテーショ

ン 

回/月 1,58２  1,502  1,501  1,503  1,519  1,527  

人/月 200  201  196  191  191  191  

介護予防通

所リハビリ

テーション 

人/月 80  75  76  82    84   87   

 

⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに要介護・要支援認定者が短期間入

所し、当該施設において、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話を

受けるサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

短期入所生

活介護 

日/月 3,069  2,758  3,233  3,663 3,803  3,930  

人/月 195  185  196  206  213  219  

介護予防短

期入所生活

介護 

日/月 15  45  41   50   55   55   

人/月 3  3  6    7    8    8    
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⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

介護老人保健施設に要介護・要支援認定者が短期間入所し、当該施設において、看

護・医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話

を受けるサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

短期入所療養

介護（老健） 

日/月 94 142 167 174 171 188 

人/月 11  14  19    21   21   23   

介護予防短期

入所療養介護

（老健） 

日/月 0 0.8  0  0  0  0 

人/月 0  0  0  0  0  0  

 

⑩ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（病院等） 

病院などに要介護・要支援認定者が短期間入所し、当該施設において、看護・医学

的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を受ける

サービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

短期入所療養

介護（病院

等） 

日/月 25  14  3   10   10   10   

人/月 3  3  1  3     3     3     

介護予防短期

入所療養介護

（病院等） 

日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 
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⑪ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 

介護医療院に要介護・要支援認定者が短期間入所し、当該施設において、看護・医

学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を受け

るサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

短期入所療養

介護（介護医

療院） 

日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防短期

入所療養介護

（介護医療

院） 

日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

⑫ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

福祉用具専門相談員が、要介護・要支援認定者の心身の状況、生活の環境等を踏ま

えて、適切な福祉用具を選ぶための援助等を行いつつ、日常生活の便宜を図るための

福祉用具や機能訓練のための福祉用具を貸与します。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

福祉用具貸与 人/月 1,220  1,263  1,275  1,291  1,292  1,313  

介護予防福祉

用具貸与 
人/月 254  241  256  265  265  268  

 

⑬ 特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入 

要介護・要支援認定者の日常生活の便宜を図るため、入浴や排せつ等に用い貸与に

なじまない福祉用具を購入したときに、年間１０万円を上限に、その利用者の負担割

合に応じて保険給付します。  

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

特定福祉用具

購入 
人/月 22  21  16   16   17   17   

特定介護予防

福祉用具購入 
人/月 4  5  5     5     6     6     
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⑭ 住宅改修・介護予防住宅改修 

在宅の要介護・要支援認定者が、手すりの取り付けや段差解消等の生活環境を整え

るための住宅改修を行ったときに、20万円を上限に、その利用者の負担割合に応じて

保険給付します。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

住宅改修 人/月 16  14  19   22   22   23   

介護予防住宅

改修 
人/月 6 8 7    7    8    8    

 

⑮ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

介護保険法に基づく指定を受けた有料老人ホーム等に入居している要介護・要支援

認定者について、特定施設サービス計画（ケアプラン）に基づき入浴・排せつ・食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

特定施設入居

者生活介護 
人/月 116  118  115  118  120  123  

介護予防特定施

設入居者生活介護 
人/月 22  18  15    16   17   17   
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（イ）施設サービスの充実 

介護保険施設サービスについて、各サービスの提供と要介護認定者による利用の支

援を図ります。 

また、各サービスの計画期間等における利用見込量は、第８期計画期間中の実績を

踏まえるとともに、各施設の待機者の状況と近隣市における施設の整備計画等を踏ま

えて設定します。 

① 介護老人福祉施設 

常時介護が必要で、家庭での生活が困難な場合に入所する施設（特別養護老人ホー

ム）で、要介護認定者に、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

介護老人福祉

施設 
人/月 401  408  408  408  408  408  

 

② 介護老人保健施設 

病状が安定し、リハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合

に入所する施設で、要介護認定者に、看護、医学的管理下での介護、機能訓練その他

必要な医療及び日常生活上の世話を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

介護老人保健

施設 
人/月 237  229  205  205  205  205  

 

③ 介護医療院 

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の

受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備え

た施設サービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

介護医療院 人/月 0  0  0  24   24   24   
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（ウ）地域密着型サービスの充実 

地域密着型サービスについて、各サービスの提供と利用の支援を図ります。 

また、各サービスの計画期間等における利用料見込量は、第８期計画期間中の実績

等を踏まえて設定します。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又はそれぞれが密接に連携し

ながら、利用者のニーズに応じた定期巡回訪問と、利用者から事業所に対して通信機

器等を介した通報があった際に、必要に応じて随時のサービス提供を行い、要介護認

定者の在宅生活を支えます。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

定期巡回・随

時対応型訪問

介護看護 

人/月 50  56  64   68   92   94   

 

② 夜間対応型訪問介護 

夜間の定期的な巡回による訪問介護サービスと、利用者から事業所に対して通信機

器等を介した通報があった際の随時の訪問介護サービスを組み合わせて利用するサー

ビスです。 

排せつの介助や日常生活上の緊急時の対応を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

夜間対応型訪

問介護 
人/月 6  5  3  5    5    5    
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③ 地域密着型通所介護 

比較的小規模なデイサービスセンター（定員18人以下）への通所により、入浴・排

せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。 

利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や家族の身体的・精神的負

担の軽減も図られるため、利用率の高いサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

地域密着型 

通所介護 

回/月 1,723  1,766  1,846  1,851  1,886  1,931  

人/月 149  159  179  191  197  201  

 

④ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症のある要介護・要支援認定者に対し、認知症状の緩和に資するように目標を

設定し、必要な日常生活上の世話や機能訓練を行い、心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

認知症対応型

通所介護 

回/月 284  276  295  287  302  313  

人/月 31  32  30   29   31   32   

介護予防認知

症対応型通所

介護 

回/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

 

⑤ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

事業所への「通い」を中心に、要介護・要支援認定者の状況や希望に応じて、随時、

「訪問」や「泊まり」を組み合わせて介護サービスを提供します。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

小規模多機能

型居宅介護 
人/月 26  25  19   33   35   39   

介護予防小規

模多機能型居

宅介護 

人/月 1  3  2    4    4    4    
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⑥ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の要介護・要支援認定者に対し、共同で生活する住居において、入浴・排せ

つ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

認知症対応型

共同生活介護 
人/月 69  74  80   84   86   89   

介護予防認知

症対応型共同

生活介護 

人/月 0 0 0 1     1     1     

 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム等の特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施

設に入居する人が、日常生活の世話や機能訓練等の介護サービスを受けます。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

地域密着型特

定施設入居者

生活介護 

人/月 0 0 0 0 0 0 

 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で、常時介護

が必要で、家庭での生活が困難な要介護認定者に対して、入浴・排せつ・食事等の介

護その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

地域密着型介

護老人福祉施

設入所者生活

介護 

人/月 80  79  76  76  76  76  
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⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

医療ニーズの高い要介護認定者への支援を行うため、「訪問」「通い」「泊まり」のサ

ービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供するサービスです。 

■計画値■ 

項目 
実績 見込 第９期計画 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

看護小規模多

機能型居宅介

護 

人/月 28  27  27  29   58   58   
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（エ）居宅介護支援・介護予防支援 

要介護・要支援認定者が適切に居宅サービス等を利用できるよう、居宅介護支援は

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護予防支援は指定介護予防支援事業所（地

域包括支援センター）の専門職が、認定者の心身の状況や置かれている環境、意向等

を勘案して、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成や当該計画に基づくサービスの

提供が確保されるための事業者との連絡調整、認定者が介護保険施設に入所を希望す

る場合における施設への紹介、その他のサービスの提供を行います。  

ケアプランは、在宅生活を支えるための重要な計画であり、アセスメント、モニタ

リングを通じて適切なサービスを提供することが認定者の心身の維持・改善に大きく

影響することから、ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

 

（オ）持続可能な介護基盤整備事業 

君津市における中長期的な人口構造の変化等を勘案して見込んだ中長期的な介護ニ

ーズの見通し等について、介護サービス事業者を含め、地域の関係者と共有し、介護

サービス基盤整備や既存施設、事業所の今後の在り方を含めて検討し、限りある地域

の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくための取組を進めてまいります。 

君津市では、今後も人口減少が見込まれるため、関係サービスの連携や既存施設の

有効活用等の工夫により、必要な介護サービスの機能を地域に残していくため、老朽

化した施設の建て替えや必要な修繕を計画的に行うとともに、中長期的な人口構造の

変化の見通しを踏まえながら、必要な介護サービスが提供されるよう、地域医療介護

総合確保基金を活用するなど、地域を支えるという視点で整備を進めていきます。 

地域密着型サービスについては、既存施設の有効活用等を図るとともに、区域外へ

のサービス提供に係る介護事業所の負担の軽減を図る観点から、千葉県と連携を図り

つつ、広域利用に関する事前同意等の調整を進めてまいります。 

また、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、指定地域密着型

サービス等の介護報酬を独自に設定できる仕組みも活用するなど、地域の実情に応じ、

必要な事業者の参入を確保するための取組を進めてまいります。 

地域密着型サービスの整備の方向性として、在宅での生活の維持が難しくなってい

る理由として、令和４年度に実施した調査では、「一人での外出が困難」、「深夜の対応」

及び「家事に支障がある」といった「認知症の症状の悪化」や「排せつ」、「入浴」及

び「更衣・整容」といった「必要な身体介護」が、高い割合を占めていたこと等を踏

まえて、第９期計画期間中に定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（１事業所）

の新規整備を計画します。 
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また、令和４年度に実施した調査では、居所変更した理由として「医療的ケア・医

療処置の必要性の高まり」や「必要な身体介護の発生・増大」の割合が高くなってい

たこと等を踏まえ、在宅の要介護者の医療ニーズに対応するため、第９期計画期間中

に看護小規模多機能型居宅介護事業所（1事業所）の新規整備を計画します。 

 

（２）災害・感染症対策の推進 

君津市では、国の「地域介護・福祉空間施整備等施設整備交付金」等を活用し、各

施設等における非常用自家発電設備の整備など、防災・減災対策を推進していきます。 

また、災害や感染症に対する備えとして、日頃から介護事業所等との連携体制を構

築するなど、災害や感染症の発生時にも必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制づくりを進めてまいります。 
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 ２ 介護人材の確保及び資質向上 

介護人材は、地域包括ケアシステムの構築に不可欠な存在であり、介護サービスに

対する需要が増加するなかで人材の確保対策は重要な課題の一つです。 

現在、介護分野に従事している職員のスキルアップを促進するとともに、未経験者

の参入促進についても取り組んでまいります。 

 

（１）介護人材参入促進 

介護人材（外国人材を含む）の参入を促進するため、引き続き「介護職員初任者研修

費用助成事業」や「介護に関する入門的研修」を実施し、「千葉県介護人材確保対策事業

費補助金」などを活用した対策を実施してまいります。 

 

（ア）介護職員初任者研修費用助成事業 

介護人材（外国人材を含む）の参入を促進するため、介護職員初任者研修を受講し、

市内の介護サービス事業所、介護保険施設に従事した方に、研修の受講に要した費用

の一部を助成します。 

 

（イ）介護に関する入門的研修の実施 

介護の業務に関心を持ちながらも介護未経験の方に、介護を知る機会を提供すると

ともに、業務に携わる上での不安を払拭し、参入を促進するため、介護に関する基本

的な知識や、業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができる研修 

を実施します。 
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（２）介護人材定着支援 

市内の介護事業所等と連携を図りながら、介護従事者の離職防止、再就職等を促進

し、介護の世界で生涯働き続けることができるようなキャリアアップへの支援等の方策

を実施してまいります。 

 

（ア）介護事業所内保育施設運営事業 

介護従事者の離職防止、再就職等を促進するため、市内で介護事業所等を運営する

事業者が、従業者の子どもを保育する介護事業所内保育施設を運営する場合に、運営

経費の一部を補助します。 

 

 

３ 介護現場の生産性向上のための取組 

国や千葉県と連携し、介護現場の生産性向上や介護職員の負担軽減に資する取組や、

介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善等のための方策を実施してまいります。  

 

（１）介護ロボット・ＩＣＴの活用促進 

介護従事者の身体的負担の軽減や介護現場の生産性向上、業務効率化の促進に向け

て、介護ロボット・ＩＣＴの導入に資する情報を発信していくなど、千葉県と連携し、

介護ロボット・センサー・ＩＣＴの活用の促進を図ります。 

 

（２）働きやすい環境づくりの支援 

千葉県や地域の関係団体、関係機関と連携し、介護現場が地域における介護ニーズに

応え、介護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境

作りに資する取組を推進してまいります。 

また、災害時等での対応を含めた介護事業所間での連携体制の構築など、増加する介

護事業所の負担軽減につながるような取組を検討してまいります。 

 

（ア）文書負担軽減 

介護現場の業務効率化を支援するため、国や千葉県、近隣自治体と連携しつつ、申

請様式・添付書類の統一化や手続に関する簡素化、ＩＣＴ等の活用等によるペーパー

レス化等を促進します。  
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（イ）介護現場におけるハラスメント防止対策 

近年、全国的に、介護サービス利用者等による介護従事者へのハラスメント行為（暴

力・暴言・セクシャルハラスメント）が問題となっています。 

介護従事者が安全、安心に業務に就業することで人材の定着につながるよう、ハラ

スメント防止対策の周知啓発に努めていきます。 
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第 章  介護保険制度の円滑な運営 

１ 介護給付等の適正化への取組及び目標設定 

（介護給付適正化計画） 

介護サービス利用者が真に必要とする良質なサービス提供と持続可能な介護保険制

度の構築を目的に、介護給付等の適正化への取組を実施し、不適切な介護サービス、

過剰な支給の削減に努め、取組状況については、公表してまいります。 

 

（１）要介護認定の適正化  

適切かつ公平な要介護認定の確保を図るため、全ての要介護（要支援）認定におけ

る認定調査の内容について、事後点検等を実施し、他の保険者との比較分析を行いつ

つ、平準化を図ります。 

 

（２）ケアプランの点検  

介護サービス利用者の自立支援に資するサービスを確保するとともに、利用者の状

態に適合していないサービス提供を改善するため、介護保険制度の要である介護支援

専門員（ケアマネジャー）が作成した居宅介護サービス計画等の記載内容について、

国の「ケアプラン点検支援マニュアル」等を活用しつつ、年間１０件以上の点検及び

支援を行い、ケアマネジメント等の質の向上に取り組んでいきます。 

また、サービスの利用者の状態にそぐわない不適切又は不要な住宅改修を排除する

ため、改修内容等の事前審査や事後申請による提出書類の点検を全件実施します。 

その中で、改修費が著しく高額と考えられるもの、提出書類や写真からは現状がわ

かりにくいなど改修内容等に疑義が生じたケース等を中心に、現地調査による点検の

実施を検討していきます。  

また、事業所への訪問調査等を行い、福祉用具の必要性や利用状況等を把握します。 
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（３）縦覧点検・医療情報との突合 

介護報酬の請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行うため、利用者ごと

に介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を確認し、提供されたサービスの整合性、

算定回数・算定日数等の点検を行います。  

また、医療と介護の報酬について重複請求の排除等を図るため、毎月、利用者の後

期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や

提供されたサービスの整合性の点検を行います。  

 

（４）介護給付費通知（任意事業） 

適切なサービスの利用と提供の普及啓発を図るため、本人（家族を含む）に対して、

事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等について年1回以上通知します。 

 
 
 

＜第8期計画の実績＞ 

項目 
実績 見込 

令和３年度 令和 4年度 令和 5年度 

ケアプランの点検件数 19件 23件 20件 

住宅改修等の点検 

住宅改修点検：１００％

（現地調査未実施） 

軽度者福祉用具点検：

14件 

住宅改修点検：１００％

（現地調査未実施） 

軽度者福祉用具点検：

17件 

住宅改修点検：１００％

（現地調査未実施） 

軽度者福祉用具点検：

17件 

縦覧点検件数 4,017件 3,418件 3,500件 

医療情報との突合件数 1,227件 1,172件 1,230件 

介護給付費通知回数 
1回 

件数：3,375件 

1回 

件数：3,375件 

1回 

件数：3,500件 

介護給付費の請求過誤申

立件数 
64件 61件 60件 
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 ２ 介護サービスの質の向上 

介護保険制度では、利用者が事業者を選択する仕組みとなっていることから、利用

者が良質なサービスを選び、安心して利用できるようにすることが重要です。 

本市では、サービスの質の確保のために次の取組を実施します。 

 

（１）第三者評価の実施  

平成１８年度から、利用者がサービスの選択が適切に行えるよう、すべての介護サ

ービス事業者に、サービス内容や運営状況、職員体制、施設設備、利用料金、サービ

ス提供時間等に関する情報の開示・公表が義務づけられています。  

また、都道府県は事業者からのサービス情報をインターネット等で公表しています。 

本市でも千葉県、その他関係機関との連携強化を図り、サービス提供事業者の情報

開示を促進しています。 

 

（２）介護サービス事業者の指導  

サービスの質の向上を目指している事業者の自主的な取組に対して支援を行うとと

もに、市に事業所指定・監督権限のある地域密着型サービスや居宅介護支援をはじめ、

保険者として事業者に対し法令や人員、設備、運営上の基準等の遵守徹底を図るため、

適切な指導を行います。 

 

（３）サービスに関する相談苦情体制の強化  

市民がより良いサービスを利用することができるよう、関係機関との連携を図り、

介護サービスに対する相談・苦情処理体制の一層の強化に努めていきます。 
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３ 低所得者対策の実施 

介護保険制度では、介護保険料を納め、介護サービスを利用する際には一定の自己

負担をしていただくことになっていますが、低所得の人が介護サービスを利用しやす

いよう、次のような支援対策を実施します。 

・公費による保険料の軽減 

・災害等により一時的に負担能力の低下が認められる方への保険料減免又は徴収猶予 

・特定入所者介護サービス費等の支給 

・旧措置入所者の利用者負担の減免 

・高額介護サービス費の支給 

・高額医療合算介護サービス費の支給 

・認知症対応型共同生活介護家賃等助成事業 

・社会福祉法人等による被保険者負担額軽減措置 

 

 

４ 介護保険制度と他制度との連携・包括的な支援体制の
構築等 

近年、少子高齢化や核家族化の進行、ライフスタイルや個人の価値観の多様化によ

り、社会構造が大きく変化しています。 

地域住民の抱える生活課題や福祉ニーズの多様化・複雑化により、「ダブルケア」や

「老老介護」といった複合的な問題等が顕在化していることから、制度・分野ごとの

「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主

体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つ

ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく「地域共

生社会」の実現が求められています。  

地域共生社会の実現に向けては、平成３０年度の制度改正により高齢者と障害児者

が同一の事業所で共にサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の両方の

制度に「共生型サービス」が位置づけられました。 

本市では、当サービスへの事業者の参入意向を把握しつつ、サービス実施に関する

事業者からの相談への対応等、必要となる支援を行っていくとともに、君津市介護保

険運営協議会を含めた当サービスの在り方を協議する体制づくりを検討していきます。 

また、社会福祉法の一部改正により、地域共生社会の実現に向けて、新たに創設さ

れた「重層的支援体制整備事業」について、本市における実施の方向性を踏まえつつ、

当事業と連携した支援体制の構築を進めてまいります。 
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 ５ 介護保険料収入の安定的な確保 

第１号被保険者の保険料は、老齢福祉年金などを除く年金の年額が18万円以上の方

は、原則として、年金から差し引く「特別徴収」となり、「特別徴収」によらない場合

は、口座振替や納付書で金融機関などに納める「普通徴収」となります。  

介護保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源の一つであり、被保険者

全員がそれぞれの負担能力に応じて保険料を納めることが、公平性の確保や制度の安

定的運営に欠かすことができません。  

このため、介護保険制度の趣旨について、より一層の周知や啓発を進めるとともに、

口座振替の利用促進や納付勧奨業務などを強化し、保険料収入の安定的な確保に努め

ていきます。 
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第 章  介護保険事業の財政見通し 

 

１ 第９期計画期間におけるサービス等の利用見込み 

（１）サービス見込量推計の流れ  

本計画では、第９期計画における保険料基準額を設定するため、次のとおり介護給

付・予防給付のサービス見込量や地域支援事業の事業規模の推計を行います。 

 

１ 被保険者数の推計 

本市の推計人口に基づき、令和６～８年度の被保険者数を推計します。  

なお、参考として令和12年度、令和27年度の被保険者数も推計します。 

 

２ 要介護（要支援）認定者数の推計 

近年の被保険者数に対する要介護認定者数に基づき、「１」で推計した被保険者数を用い

て、令和６～８年度の要介護認定者数を推計します。 

なお、参考として令和12年度、令和27年度の要介護認定者数も推計します。 

 

３ 施設・居住系サービスの見込量の推計 

近年の給付実績や、新規の施設開設等の整備見込み等を踏まえ、令和６～８年度のサー

ビス見込量を推計します。 

なお、参考として令和12年度、令和27年度のサービス見込量も推計します。 

 

４ 居宅サービスの見込量の推計 

近年の給付実績を分析・評価し、令和６～８年度のサービス見込量を推計します。 

なお、参考として令和12年度、令和27年度のサービス見込量も推計します。 

 

５ 保険給付費・地域支援事業費の見込量の推計 

サービス見込量の推計を基に、３年間（令和６～８年度）の必要給付費を推計します。 

また、補足給付費や高額介護サービス費等の見込量の推計も行い、給付費に加えます。 

さらに、地域支援事業についても、事業規模を見込んだ上で事業費の推計を行います。 

なお、参考として令和12年度、令和27年度のサービス見込量も推計します。 

※補足給付費とは、低所得者の施設入所に係る費用負担を軽減するための給付費です。 

 

６ 保険料基準額の設定 

令和６～８年度の保険給付費等の推計、保険料段階別の被保険者数の推計及び国が示す

保険料算定に必要な係数を基に、介護保険料基準額を設定します。 

なお、参考として令和12年度、令和27年度の保険料基準額も推計します。  
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（２）介護保険サービス・給付費等の見込量  

《国の介護報酬改定等の動向に伴い、現在精査中》 

 

（３）地域支援事業の見込量  

《国の介護報酬改定等の動向に伴い、現在精査中》 

 

（４）３年間の介護給付費等の総額の見込額  

《国の介護報酬改定等の動向に伴い、現在精査中》 
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 ２ 第１号被保険者の介護保険料の設定について 

（１）費用負担の構成  

《国の介護報酬改定等の動向に伴い、現在設定中》 

 

 

 

 

 

 

 


